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自由民主党 甘利明税制調査会長へ要望書を提出

　公益社団法人大分県トラッ
ク協会の仲浩会長は、６月26
日㈯に大分市のホテル日航大
分オアシスタワーで、自由民
主党甘利明税制調査会長へ標
準的な運賃・料金の収受を実
現するための荷主への周知に
ついての支援、トラックドラ
イバーの働き方改革の実現に
係る施策の推進及び道路交通
網の整備促進について要望を
行った。

左から、仲会長、甘利税制調査会長

要 望 内 容
１　標準的な運賃・料金の収受を実現するための荷主への周知についての支援
　　トラック運送業界は、全産業平均と比較して労働時間が２割長く、賃金は２割低い状況にあり、

この現状が人手不足の大きな要因となっている。従業員の就労環境を改善し、人材を確保するた
めには、適正な運賃･料金を収受することが極めて重要であることから、令和２年４月24日付国
土交通省告示第575号で示された「標準的な運賃告示制度」に基づく運賃・料金が収受できるよう、
荷主等への周知について、理解と支援を強くお願いしたい。

　　【県下会員事業所の届出状況　R3.6.20現在】
　　　県内に本社を置く事業者　３７６者　　届出事業者　３６５者　　届出率　97.1％

２　トラックドライバーの働き方改革の実現に係る施策の推進
　　トラックドライバーについては、2024年４月から時間外労働が年間960時間以内となる罰則付

き上限規制が適用されることから、全ての事業者がこの規制に対応できるよう、労働環境の整備・
改善を後押しする支援策を図られたい。加えて、改善基準告示の改正については、九州地方が大
消費地から遠方であるという地理的条件を十分に考慮したうえで、利用者の要望に応えることが
できるよう柔軟性のある基準とされたい。

３　道路交通網の整備促進
　　道路交通網の整備は、輸送の効率化、交通事故の抑止、さらには災害時における緊急物資輸送

の迅速化など極めて重要であることから、一層の整備を図られたい。
　　【地域高規格道路】　⑴中津・日田道路　⑵中九州横断道路
　　【高速道路】　全線４車線化の実現
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2021年春の叙勲綬章について

【瑞宝単光章】

米　澤　洋　治　氏
（有限会社 長洲急配　会長）

受賞おめでとうございます

左から、（公社）大分県トラック協会 仲浩会長、米澤洋治氏
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令和３年度 安全性優良事業所認定継続表彰

事　業　者　名 営　業　所　名 継続年数
大 分 運 送 株 式 会 社 本 社 営 業 所

１７

大 分 松 藤 商 事 株 式 会 社 本 社 営 業 所

佐 川 急 便 株 式 会 社
大 分 営 業 所
別 府 営 業 所

三 協 通 産 株 式 会 社 本 社 営 業 所
株 式 会 社 辰 巳 商 會 大 分 営 業 所
日 本 通 運 株 式 会 社 大 分 航 空 支 店
丸 高 産 業 運 輸 株 式 会 社 本 社 営 業 所
九 州 西 濃 運 輸 株 式 会 社 北 大 分 営 業 所

１６

東 九 総 合 運 輸 株 式 会 社 本 社 営 業 所

日 本 通 運 株 式 会 社

大分物流事業所コンテナ課
大 分 海 運 事 業 所
中 津 支 店
佐 伯 営 業 所

株 式 会 社 博 運 社
大 分 営 業 所
中 津 営 業 所

村 本 重 機 興 有 限 会 社 本 社 営 業 所

ヤ マ ト 運 輸 株 式 会 社

大 分 大 在 営 業 所
大 分 松 岡 営 業 所
大 分 光 吉 営 業 所
西 大 分 営 業 所
湯 布 院 営 業 所
別 府 亀 川 営 業 所
杵 築 営 業 所
大 分 宇 佐 営 業 所
中 津 営 業 所
玖 珠 営 業 所
豊 後 大 野 営 業 所
佐 伯 営 業 所

受賞事業所一覧

継続年数及び五十音順で記載
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事　業　者　名 営　業　所　名 継続年数
臼 杵 運 送 株 式 会 社 鶴 崎 支 店

１５
九州バイパス運輸株式会社 本 社 営 業 所
有 限 会 社 玖 珠 運 送 本 社 営 業 所
日 本 図 書 輸 送 株 式 会 社 大 分 営 業 所

大分物流サービス株式会社
本 社 営 業 所

１４

宇 佐 営 業 所

さ く ら 運 輸 株 式 会 社
別 府 営 業 所
大 分 営 業 所

株式会社ジャパンエキスプレス 大 分 支 店
東九物流システム株式会社 本 社 営 業 所
中 村 産 業 輸 送 株 式 会 社 大 分 営 業 所
日 本 郵 便 輸 送 株 式 会 社 大 分 営 業 所
大 分 運 輸 株 式 会 社 大 分 事 業 所

１３
久 留 米 運 送 株 式 会 社 大 分 支 店
株 式 会 社 中 津 急 行 本 社 営 業 所
日 本 通 運 株 式 会 社 大 分 物 流 事 業 所
大 分 総 合 運 輸 株 式 会 社 本 社 営 業 所

１２

九 州 名 鉄 運 輸 株 式 会 社 大 分 支 店
株式会社サンキュウ･トランスポート･九州 大 分 営 業 所
新 光 運 輸 株 式 会 社 大 分 営 業 所
株 式 会 社 テ ク ノ 本 社 営 業 所
中 山 運 輸 機 工 株 式 会 社 大 分 支 店
有 限 会 社 東 浜 陸 運 本 社 営 業 所
株 式 会 社 モ ン リ ク 日 田 営 業 所
ヤ マ ト 運 輸 株 式 会 社 大 分 萩 原 営 業 所
ウ エ ア ハ ウ ス 有 限 会 社 本 社 営 業 所

１１

協 和 産 業 株 式 会 社 本 社 営 業 所
九 重 運 輸 有 限 会 社 本 社 営 業 所
住 吉 運 輸 産 業 株 式 会 社 本 社 営 業 所
日 陽 運 輸 株 式 会 社 大 分 営 業 所
日 本 通 運 株 式 会 社 豊 後 大 野 営 業 所

おめでとうございます！
受賞した事業所の皆様
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令和３年度 経営トップ安全セミナーの開催について

　標記セミナーについて、安全・安心で働きやすい職場環境づくりを目的として、下記の
とおり開催いたします。
　つきましては、参加ご希望の方は、別紙「参加申込書」にご記入のうえ、７月26日㈪ま
でに協会事務局（FAX 097－552－1591　担当：三好、岡部）にお申込みいただきますよう、
お願いいたします。

記

１　日　時：令和３年８月３日㈫ 13：30～15：30

２　場　所：大分県トラック会館 ５階「大会議室」　大分市向原西１－１－27

３　講　師：㈱瀧澤・佐藤事務所　代表取締役
　　　　　　　　　社会保険労務士・行政書士　　瀧　澤　　　学　氏
　　
４　テーマ：「トラック運送事業者のためのトラブルの傾向と将来への対策」

５　対　象：経営者、管理者の方（定員50名）

運輸局監査、労働基準署監査、残業代未払い事例などの対処方法、働
きやすい職場認証取得や同一労働同一賃金等、2025年までに打たなけ
ればならない対策について一緒に考えていきます。

問合せ先：（公社）大分県トラック協会
　　　　　　　　　 （担当：三好、岡部）
　　　　　　　　　ＴＥＬ 097－558－6311
　　　　　　　　　ＦＡＸ 097－552－1591 
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【講師】株式会社 瀧澤・佐藤事務所　代表取締役　瀧
たき
 澤
ざわ
　 学

まなぶ
 氏

令和３年度 経営トップ安全セミナー

（公社）大分県トラック協会　事務局　宛
（FAX：097－552－1591　担当：三好、岡部）

参加申込書

日　時 ： 令和３年８月３日㈫　13：30 ～ 15：30
場　所 ： 大分県トラック会館 ５階「大会議室」

役　　　職 氏　　　　　名

会社名

1962年生まれ　社会保険労務士、行政書士

1990年６月　　東京都日野市役所を退職後、独立物流事業に関する許認可申請及び労務管

理を専門とし、父親の代から運送事業者1,000社以上のコンサルティング

実績を有する社会保険労務士、行政書士として、各企業での講師やコンサ

ルタントとして活躍中。

 中部トラック総合研修センター物流大学校講師

 国土交通省「自動車運送事業のホワイト経営の『見える化』検討会」構成員

 一般財団法人日本海事協会　シニアアドバイザー

※恐れ入りますが、準備の都合上、令和３年７月26日㈪までにお申込みいた
　だきますよう、お願いいたします。

－6－



1

2

3

5

7

8

9

10

11

13

14

16

17

19

20

21

22

23

25

24

18

15

12

6

4

(公社)大分県トラック協会・陸災防大分県支部会員の皆様へ
～　次のような各種助成制度があります　～

－7－



1

2

3

4

2

3

5

7

8

10

11

12

9

6

4

1

－8－



☆法改正や安全対策等について会員へ
　メールマガジンを送付しています

メルマガ登録のお願い

☆近代化基金融資申請手続きについて

第１期公募は
令和
３年７月30日が締切です。

申請漏れのないようにご注意ください。

※詳しくは、大分県トラック協会ホームページをご覧下さい。

令和３年度 近代化基金融資（利子補給事業）について

登録は
コチラから

⇩

県ト協HPトップページ →「メールマガジンご登録はこちら」アイコンをクリック
→ 登録ページへの入力 →「送信」ボタンを押す

－9－
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街頭啓発活動（事故ゼロの日） の実施結果

　支部･分会等は、各種交通安全運動期間中や毎月20日を「事故ゼロの日」とし街頭啓
発活動を実施していますが、令和３年６月に実施された結果についてご報告致します。

※６月24日現在、報告受理分のみ掲載

支部名／分会名 時　　間 場　　　　　所 事業所数 人 数 備　考

大 分 西
中 央 西  7：30～ 8：00 大分市新川町 新川交差点 ６社 ７人 ６月18日

大 分 南  7：30～ 8：00 大分市 大分南警察署前 ２社 ５人 ６月21日

大 分 東 大 分 東  7：30～ 8：00 大分市 大分東警察署前 11社 12人 ６月１日

別 杵 杵 築  7：30～ 8：00 日出町 佐尾交差点 11社 11人 ６月18日

県 北
中 津  7：45～ 8：05 中津市 田尻交差点 12社 19人 ６月18日

宇 佐 ･
豊後高田  7：45～ 8：05 宇佐市 柳ヶ浦高校前 ８社 10人 ６月18日

西 部
玖 珠  7：30～ 8：00 玖珠郡玖珠町山田

　　　　 玖珠分会事務所前 ２社 ３人 ６月18日

日 田  7：30～ 8：00 日田市 玉川交差点 ２社 ３人 ６月17日

県 南
臼 津 11：00～11：30 津久見市 津久見交番前 13社 14人 ６月21日

佐 伯  7：30～ 8：00 佐伯市 佐伯警察署前 10社 11人 ６月18日

６月に実施した支部･分会の街頭啓発活動

〈地域に密着した交通安全活動を展開〉

－12－



中津分会

玖珠分会

大分南分会

杵築分会

日田分会

佐伯分会

臼津分会

中央西分会

街頭啓発活動の様子
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　大分県トラック協会大分西支部南分会（坂本光広分会長）は６月18日㈮、県警察官友の
会大分南支部（甲斐公人支部長）とともに大分南警察署を訪れ、新型コロナウイルス感染
予防の物品を寄贈した。
　同署内で贈呈式が行われ、甲斐支部長が「地域を支えてくれている署員の皆さんが心身
共に健康であってほしい」と激励。﨑尾敬署長は「地域の人が安心して来訪することがで
きる。これからも県民のために職員一丸となって勤めていく」と謝辞を述べた。
　大分南警察署では、今回贈られた自動消毒液噴射機は玄関ホールに設置。空気清浄機10
台と抗菌剤20本は署内５課と、管内の全５交番に配布する。

◇大分南警察署にコロナ感染予防の物品を寄贈

支部だより

（大分西支部大分南分会）

感染予防の物品を寄贈

前列左から、大分県トラック協会大分西支部南分会の坂本光広分会長
　　　　　　県警察友の会大分南支部の甲斐公人支部長
後列左から、大分南警察署の川田裕三副署長、崎尾敬署長、木田三郎
　　　　　　地域交通官

－14－



青年部だより

　大分県トラック協会青年部（小河勇貴会長）が作成した、標記ドラマがYouTubeで公開
となりました。
　このドラマは、運送業界をPRするために作成されたもので、現在の運送業が働きやす
い職場であることをアピールする動画となっている。
　協会のHPやYouTubeから見ることができるので、ぜひご覧ください。

【視聴方法】
　○協会ホームページにアクセス ⇒ トップページ「PRドラマ公開中」をクリック
　○YouTubeで「大分県トラック協会」と検索
　○URL 「https://www.youtube.com/watch?v=bRwc301XIE0」

◇青年部会員を募集しています

トラック業界PRドラマ「時をかける流れ星！」公開！！

　青年部では、将来の物流の担い手として、知識の習得と会員相互の融和団結を目的に諸々
の活動を行っています。
　【活動内容】
　　•勉強会　　•視察研修　　•「トラックの日」記念イベント
　　•他県青年部との交流会　　•全ト協青年部会九州ブロック大会
　　•行政懇談会　　　　　　　•慈善奉仕事業　　•その他
　【入会資格】
　　•協会会員事業所で、概ね48歳以下の経営者、後継者及び管理者
　【問合せ】　公益社団法人 大分県トラック協会青年部事務局　岡部・三好
　　　　　　　電話 ０９７－５５８－６３１１　　メ－ル okabe@ota.or.jp
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　政府における物流施策の指針を示し、関係省庁が連携して総合的・一体的な物流施策の
推進を図る、「総合物流施策大綱」（2021～2025年度）が６月15日に閣議決定された。

「総合物流施策大綱」（21～25年度）を閣議決定
～「簡素で滑らかな物流」､「担い手にやさしい物流」､「強くてしなやかな物流」の実現に向けて～

概　　要

１．今後の物流施策の方向性と取組
　　現下の我が国の物流が直面する課題は、今般の新型コロナウイルス感染症の流行によ

る社会の劇的な変化も相まって、より先鋭化・鮮明化しているといえます。本大綱の下
では、そうした課題に対応した施策に重点的に取り組むべく、今後の物流が目指すべき
方向性を下記の⑴～⑶の３つの観点とし、関連する施策を位置付けています。

⑴　物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化（簡
素で滑らかな物流の実現）
⑵　労働力不足対策と物流構造改革の推進（担い手にやさしい物流の実現）
⑶　強靱で持続可能な物流ネットワークの構築（強くてしなやかな物流の実現）

２．本大綱の計画期間と今後の推進体制
　　計画期間は2025年度までとします。また、KPIの設定により定量的に施策の進捗状況

を把握することに加え、有識者や関係事業者等を交えた政策評価の場を定期的に設ける
ことにより、本大綱に位置付けられた施策の実効性を高めるための進捗管理や検証等を
行うこととします。

※詳しくは国土交通省の「総合物流施策大綱」に関する下記のＨＰをご覧ください。
　◦総合物流施策大綱（2021年度～2025年度）
　　　https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001408878.pdf
　◦総合物流施策大綱（2021年度～2025年度）の概要
　　　https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001408879.pdf
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◎エイジフレンドリー補助金とは
　エイジフレンドリー補助金は、高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企
業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和２
年度に創設されました。特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サー
ビス業等では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接する業務での新型コロナウイルス
感染を防止するための設備や作業の改善も重要です。

◎対象となる事業者
　支給対象となる事業者は、次のいずれにも街頭する事業者です。
　⑴　高年齢労働者（60歳以上）を常時１名以上雇用している。
　⑵　次のいずれかに街頭する事業者であること

エイジフレンドリー補助金について

業　　　　　　　　　種 常時使用する
労働者数　　

資本金又は
出資の総額

小 売 業 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲
食サービス業 50人以下 5,000万円以下

サ ー ビ ス 業
医療･福祉、宿泊業、娯楽業、教
育･学習支援業、情報サービス
業、物品賃貸業、学術研究･専門･
技術サービス業など｡

100人以下 5,000万円以下

卸 売 業 卸売業 100人以下 １億円以下

その他の業種 製造業、建設業、運輸業、農業、
林業、漁業、金融業、保険業など 300人以下 １億円以下

※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。

　⑶　労働保険に加入している。
　※そのほか支給決定に当たって審査があります。

◎対象となる対策
　働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象と
します。
　◦身体機能の低下を補う設備・装置の導入
　◦働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
　◦高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
　また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよ
う、利用者や同僚との接触を減らす対策を補助対象とします。
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　本年５月28日㈮に開催された関係省庁で構成される「省エネルギー・省資源対策推進会
議省庁連絡会議」により、「夏季の省エネルギーの取組について」が決定されました。
経済産業省のホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
　つきましては、貴団体におかれましては、本取組の趣旨をご理解賜り、省エネに一層取
り組んでいただくとともに、その旨関係先への周知のご協力をお願い致します。

夏季の省エネルギーの取組について

〈経済産業省ホームページ〉
 「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました
 ～６月から９月は夏の省エネキャンペーン～
 https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003.html

取 組 概 要（抜粋）

【工場・事業場関係】
①　工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
　　以下に掲げる取組の推進を含め、省エネ法に基づく適切なエネルギー管理を実施する

こと。なお、特定事業者においては、平成28年度から開始した「事業者クラス分け評価
制度」によるSABCの評価も踏まえた取組を行うこと。

　○事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組方針
等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。

　○省エネ法の「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」
に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギー管理を実施すること。

　○省エネ法の「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針」
に基づく電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換、
電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変
更など、電気需要平準化に資する措置を実施すること。

②　自主的な省エネルギーの取組の推進
　　一般社団法人日本経済団体連合会傘下の業種をはじめとして、2030年に向けた業界の

地球温暖化対策の自主的取組である低炭素社会実行計画を策定している事業者にあって
は、その実現に向け、工場・事業場においては技術的に最高水準の省エネルギー機器・設
備の導入及び設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーの取組を徹底して推
進すること。

　　同計画について未策定の業種に属する事業者においても、参加する業界団体等と連携
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して計画の早期策定に努めるとともに、策定に至るまでの間も、使用していないエリア
の消灯の徹底や空調における適切な温度管理を含め、自主的・計画的に省エネルギーの
取組を徹底して推進すること。なお、新型コロナウイルス感染症を予防するため、換気
扇や窓開放によって換気を確保すること。

【運輸関係について】
①　運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
　　旅客輸送事業者、貨物輸送事業者及び荷主においては、それぞれ省エネ法の「旅客の

輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準」、「貨物の
輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」及び「貨
物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判
断の基準」に基づく取組方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施すること。

　　また、エネルギー使用量が一定規模以上の事業者（旅客輸送事業者及び貨物輸送事業
者は保有車両トラック200台以上等、荷主は年間輸送量3,000万トンキロ以上）と成った
場合には、国へ旅客輸送事業者及び貨物輸送事業者は輸送能力届出書、荷主は貨物の輸
送量届出書の届出を行うこと。

②　公共交通機関の利用促進
　　通勤及び業務時、並びに休暇におけるレジャー等における移動については、できる限

り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動については、徒歩
や自転車での移動を図ること。

　　道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
　　なお、公共交通機関の利用に当たっては、会話は控えめにし、混んでいる時間帯の利

用は避けること。
③　エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
　　自動車の購入に当たっては、政府、事業者等が提供するエネルギーしょ鵜費効率に関

する情報を参考として、環境性能に優れた自動車（エコカー）の導入に努めること。
　　とりわけ乗用車については、電動車（ハイブリッド自動車（ＨＶ）、電気自動車（Ｅ

Ｖ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入を検
討すること。）

　　貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運といっ
た大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。

④　エコドライブの実践
　　自動車を利用する場合には、エコドライブ10のすすめ（自分の燃費を把握する、ふん

わりアクセル、減速時には早めにアクセルを離す、ムダなアイドリングはしない、タイ
ヤの空気圧を適正に保つ等）の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用（VICS
及びETC2.0サービスの活用等）等とともに、自動車の利用をできる限り控えることに
より省エネルギーに務めること。また、バイオマス燃料や合成燃料等温室効果ガスの排
出の少ない燃料の選択、使用に努めること。
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●国税だより

○大分税務署　（電話 ０９７－５３２－４１７１）※自動音声案内

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、
次の猶予が認められる場合がありますので、所轄の税務署（徴収担当）に早めにご相談
ください。
　なお、税務署でのご相談をご希望の場合には、「３密」防止の観点からも、事前にお電
話をいただき、日時のご予約をお願いします。

区
分

申請による換価の猶予
（国税徴収法第151条の２）

納税の猶予
（国税通則第46条）

要

件

等

　次の要件のすべてに該当するときは、
延滞税が軽減の上、猶予が認められま
す。
①　国税を一時に納付することにより、

事業の継続又は生活の維持を困難にす
るおそれがあると認められること。

②　納税について誠実な意思を有すると
認められること。

③　猶予を受けようとする国税以外の国
税の滞納がないこと。

④　納付すべき国税の納期限から６か月
以内に申請書が提出されていること。

　注）既に滞納がある場合や滞納となっ
てから６か月を超える場合であって
も、税務署長の職権による換価の猶
予（国税徴収法151条）が受けられ
る場合もあります。

　次のような個別のみ事情がある場合
は、延滞税が軽減又免除の上、猶予が認
められることがありますので、ご相談の
際、お申し出ください。
《具体例》
①　新型コロナウイルス感染症の患者が

発生した施設で消毒作業が行われたこ
とにより、備品や棚卸資産を廃棄した
場合

②　納税者ご本人又は生計を同じにする
ご家族が病気にかかった場合、国税を
一時に納付できない額のうち医療費や
治療等に付随する費用

③　納税者の方が営む事業について、や
むを得ず休廃業をした場合、国税を一
時に納付できない額のうち、休廃業に
関して生じた損失や費用に相当する金
額

④　納税者の方が営む事業について、利
益の減少等により、著しい損失を受け
た場合、国税を一時に納付できない額
のうち、受けた損失額に相当する金額

申
請
方
法
等

１　「猶予申請書」を所轄の税務署に提出してください。
　　なお、提出には郵送（様式は国税庁HPから入手可能）又はｅ-Taxをご利用く

ださい。
２　収支状況などの確認のため、帳票等の書類の準備をお願いします（書類の提出

が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。）。

新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ
猶予制度があります
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試　験　種　別 講習内容 講　習　料 講 習 実 施 月 日
区別 種　　類 受講資格 日数 時間 受講料 テキスト代 ８月 ９月
免
許

移動式クレーン
登録第38号

全科（学科･実技） ６日 26H 99,000 4,565 11日～12日と
16日～19日

13日～16日と
21日～22日実技のみ ６日 9H 90,200

技

　
　
　
　能

　
　
　
　講

　
　
　
　習

車
両
系
建
設
機
械

整地･運搬等

登録第36号

大型特殊運転免許所持者
小型車両系特別教育所持
者（３ヶ月以上）

２日 14H 49,500 1,430 11日～12日 １日～２日
14日～15日

全科（学科･実技） ６日 38H 93,500 1,430
２日～６日と

10日
23日～26日と
30日～31日

６日～10日と
13日

21日～22日と
24日と

27日～29日
解 体 用
登録第3－21号

車両系（整地等･旧
解体）技能講習所
持者

１日 5H 16,500 1,570 16日 ３日

不整地運搬車
登録第3－23号

車両系（整地等）
技能講習所持者
大型特殊免許所持者

２日 11H 35,200 1,570 16日～17日

高 所 作 業 車

登録第3－22号

移動式・小型移動式
クレーン技能講習所持者 ２日 12H 37,400 1,880 10日～11日

30日～31日
15日～16日
27日～28日

普通運転免許所持者 ３日 14H 38,500 1,880 10日～12日
30日～9/1日

15日～17日
27日～29日普通運転免許なし ３日 17H 47,300 1,880

小 型 移 動 式
ク レ ー ン

登録第3－20号

玉掛･床上ク技能講習
クレーン免許所持者 ３日 16H 41,800 1,370 ４日～６日

18日～20日
１日～３日
15日～17日

29日～10月1日免除なし ３日 20H 46,200 1,370

玉 掛 け
登録第41号

小ク･床上ク技能講習
移ク・クレーン免許所持者 ３日 15H 19,800 1,650 25日～27日

８日～10日
21日～22日と

24日免除なし ３日 19H 24,200 1,650

フォークリフト

登録第4－1号

フォークリフト特別教育（３ヶ月）
大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし）

２日 11H 16,500 1,650 ２日と６日
24日と30日

６日と13日
27日と

10月１日

大型・中型・普通運転
免許所持者 ４日 31H 29,700 1,650

１班 ２日～５日
24日～27日

６日～９日
27日～30日

２班
２日と

10日～12日
24日と

31日～9/2日

６日と
14日～16日

土･日 ４日～５日と
11日～12日

普通運転免許なし ５日 35H 30,800 1,650

シ ョ ベ ル
ロ ー ダ ー

登録第4－2号

大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし） ２日 11H 15,400 1,870 受講希望者が一定の人数に

達した時点で実施を検討し
ます。大型・中型・普通運転

免許所持者 ５日 31H 31,900 1,870

特
別
教
育

クレーン等（吊り上げ過重５ﾄﾝ未満） ２日 13H 12,100 1,705 23日～24日 ６日～７日
28日～29日

小型車両系（機体質量３トン未満） ２日 13H 12,100 1,370 10日～11日 21日～22日
ロ　　ー　　ラ　　ー（制限なし） ２日 10H 12,100 1,360 ３日～４日 ８日～９日
フォークリフト（最大荷重１トン未満） ２日 12H 12,100 1,650
職 長･安 全 衛 生 責 任 者 教 育 ２日 14H 12,100 1,540 25日～26日 13日～14日
熱 中 症 予 防 労 働 衛 生 教 育 １日 3.5H 4,400 1,430

令和３年度 技能講習･実技教習計画、講習料一覧表

大分労働局長登録教習機関　大分産業機械技能教習所だより

（問い合わせ先）

大分産業機械技能教習所一　　般
社団法人

☎（０９７）５５４－２２４６
ＦＡＸ（０９７）５５４－２２４８

※受講申込みの際に、助成金利用の旨をお知らせ下さい。

〒870-0905 大分市向原西１－５－11
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◎はい作業主任者技能講習（定員各50名）   　10月６日㈬・７日㈭

         　１月26日㈬・27日㈭  

◎積卸し作業指揮者安全教育（定員30名）　　　  　７月16日㈮

◎車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育（定員30名） 　９月３日㈮

◎交通労働災害防止担当管理者教育（定員20名）  　10月22日㈮

　※各々定員を表示しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況により変更する場合があります。

※フォークリフト及びショベルローダー等運転技能講習の業務廃止に伴い、当支部で取得
された修了証の再交付・書替は「技能講習修了証明書発行事務局」での手続きとなります。

（HP：http://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/・TEL：03－3452－3371、3372）

令和３年度 講習案内

陸災防だより

大分労働局長登録･登録番号第48－５号

講　　習　　名 受　講　資　格 受 講 料 テキスト代

は い 作 業 主 任 者 はい付け、はい崩しの実務経験３年以上 ８，８００円 １，５９５円

積 卸 し 作 業 指 揮 者 ７，７００円 １，９２５円

車 両 系 荷 役 運 搬 機 械 ７，７００円 １，９２５円

交通労災防止管理担当者 運行管理者基礎講習修了証の写し ５，５００円 １，５９５円

〔問い合せ先〕
陸上貨物運送事業労働災害防止協会

大分県支部
☎（０９７）５５６－７８６６
ＦＡＸ（０９７）５５２－１５９１
〒 870-0905 大分市向原西１丁目１－ 27

大分県トラック会館内

【受講料等のご案内】（税込）

【振　込　先】
　大分銀行　中島支店　普通　１４６０７０　陸災防大分県支部（リクサイボウオオイタケンシブ）
　※振込手数料は、貴社負担でお願い致します。
　※振込は講習日の２週間前までにお済ませ下さい。（申込書も２週間前までに提出ください。）
 ※振込でお支払いされた場合、領収証は発行致しません。領収証が必要な場合は、窓口及び現金書留にて
　　お願い致します。

◇受講希望日が決まりましたら、電話にてご予約下さい。
　（講習月の２ヶ月前から受付開始、予約締切は講習日３週間前まで）

～ 現場の安全は、教育から ～

（2024年３月30日まで有効）
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令和３年度 陸上貨物運送事業夏期労働災害防止強調運動

　陸災防においては、「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」（計画期間2018年度～ 2022年度）に基づき、
①　死亡者数：2018年～ 2022年の5 ヵ年中に15％以上減少させる。（2021年は、87人以下）
②　死傷者数を2017年から5％以上減少させる（2021年は、14,893人以下）
③　健診の完全実施及び健診結果に基づく有所見者に対する適切な事後措置の徹底を図る
とした目標を設定し、その目標を達成するため、積極的な安全衛生活動を展開しているところである。
　令和３年の労働災害発生状況（１～４月速報値）は、死亡災害が22人（前年同期比＋２人、＋
10.0％）と増加し、死傷災害は4,330人（前年同期比545人、14.4％）と大幅な増加している。
　死傷災害では、墜落・転落、転倒による災害が依然として多く発生しているとともに、昨今、動作
の反動、無理な動作による災害が多発傾向にあり、荷役災害の防止に、より一層強力に取り組む必要
がある。
　さらに、深刻化している労働者の高齢化問題に対しては、厚生労働省が「高年齢労働者の安全と健
康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイドライン）を示しており、同ガイドラインを
踏まえ、高年齢労働者の労働災害を防止することも急務である。
　また、陸運業においては長時間労働による過労死等が問題となっており、これを予防するための取
組みを一層推進する必要がある。
　こうした陸運業における労働災害の課題を踏まえ、その防止対策を推進するに当たっては、各企業・
事業場においては、労働安全衛生関係法令を遵守することはもとより、職場の安全衛生管理体制を確
立して適切に機能させるともに、経営者と従業員が一致協力して自主的な安全衛生活動を継続的・効
果的に行っていくことが何より重要である。
　こうした認識の下、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、労働災害防止のために以下
の取組を行うこととする。

実施期間：令和３年７月１日㈭～令和３年７月31日㈯

•経営トップは、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロー
ル等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。

•安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」（※）により職場の
安全衛生点検を行う。

•安全旗の掲揚、安全ポスター ･のぼり等の掲示を行う。
•「荷役ガイドライン」に基づき、荷主等の協力を得て積卸し作業の内容の確認･把握を行い、荷役

作業に伴う安全上の確認事項をあらかじめ運転手に提供できるように、荷主等との｢運送契約時に
必要な連絡調整に係る事項｣の文書による取決めや「安全作業連絡書」の活用を図る。

•定期健康診断の完全実施と事後措置の徹底を図る。

※陸上貨物運送事業労働災害防止協会HP（http://www.rikusai.or.jp/）から、ダウンロードして下さい。

会員事業場の実施事項

趣　 旨

スローガン

（令和３年度安全衛生標語 荷役部門入選作品）
「事例を出し合い 気づいて発見 危険箇所への 対策築く」
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お 知 ら せ

　当機構の業務につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し
上げます。
　さて、令和３年度における当機構業務の土曜日開業につきまして第一・第
三土曜日の開業日をお知らせいたします。ぜひご利用ください。
　なお、開業した土曜日に代わる休業日は、原則として翌週の月曜日とさせ
ていただきますので、皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。

第一･第三土曜日の開業について

◇ 令和３年度 土曜開業日カレンダー ◇

９ 月

（注：数字のみは開業日、　　は休業日、　　は祝日･休日を表しています）

独立行政法人 自動車事故対策機構

大　分　支　所
〒870－0905 大分市向原西１丁目１番27号　大分県トラック会館３階
☎ 097－558－3155　　fax 097－558－3156
http://www.nasva.go.jp

８ 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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　総務省九州総合通信局では、電波を正しく利用していただくための広報活動及び不法無
線局の取締りを強化しています。
　電波は、テレビやラジオの放送や携帯電話などの身近なものから、飛行機や船舶、警察、
消防・救急の無線などの社会生活の安全に関わるものまで、暮らしのいたるところで使わ
れています。
　しかし、ルールを守らない不法無線局によって、テレビやラジオの受信に障害を与えた
り、携帯電話の通話を妨害したりするなど暮らしに悪影響を及ぼすだけでなく、警察、消
防・防災行政無線など人命に関わる重要な無線に対する混信・妨害が発生するなど、私たち
の生活をおびやかしています。
　不法無線局を開設･運用すると、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金、また不法
電波等で公共の無線通信を妨害すると５年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金に処せら
れます。
　電波には免許が、無線機には技適マークが必要です。誰もが安心して利用できるように
するため、一人ひとりがルール（電波法）を守ってクリーンな電波環境を作りましょう。

守って！ 電波のルール
総務省九州総合通信局からのお知らせ

■九州総合通信局
HP　http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/

○不法無線局、混信・妨害･････TEL:096－312－8255

○受信障害(テレビ・ラジオ)･･･TEL:096－326－7873

○電波利用料････････････････TEL:096－326－7843

○その他行政相談････････････TEL:096－326－7819

問合せ先

デンパ君

電波のことなら　
九州総合通信局へ

①無線機器の使用の際は「議適マーク」　 の確認を。
②電波の利用には、原則、免許が必要です。
③外国規格の無線機器にはご注意を。

知って･守ってほしい、電波のルール
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月
区分

20年
６ ７ ８ ９ 10 11 12

21年
１ ２ ３ ４ ５

スタンド
平 均

大　分 86.6 94.6 94.6 96.6 94.8 94.2 98.3 100.0 101.0 108.7 109.4 109.3
全　国 84.5 88.2 91.1 91.3 90.2 89.2 92.3 94.9 99.1 104.2 105.1 107.5

ローリー
平 均

大　分 76.7 79.4 82.7 83.5 81.4 81.5 84.7 88.2 93.7 96.8 97.8 100.6
全　国 73.7 77.3 81.0 81.0 79.7 78.7 82.7 86.0 89.8 95.5 95.6 97.3

カ ー ド
平 均

大　分 87.0 88.5 94.7 94.5 94.1 91.4 97.5 98.1 102.5 109.5 108.6 109.6
全　国 83.6 87.5 90.2 90.6 89.2 87.9 92.5 94.8 98.9 103.8 104.3 106.4

燃 料 情 報 ２．購入メーカー
件数 割合

Ｊ Ｘ 日 鉱 日 石 12 36.4
出 光 5 15.2
昭 和 シ ェ ル 4 12.1
エクソンモービル 0 0.0
キ グ ナ ス 0 0.0
コ ス モ 7 21.2

そ の 他 5 15.2
合 計 33 100.0

１．価　格（円）
価　格（県内）

最高 最低 平均
スタンド平均 128.0 96.5 109.3
ローリー平均 110.8 95.1 100.6
カ ー ド 平 均 133.0 97.6 109.6

注）平均価格は県ト協、全ト協調べ（消費税抜きの価格）
注）スタンド：スタンドと特約をしている値段の平均

令和３年５月末現在で調査した県内の
軽油価格は次のとおりです。

軽油価格調査一覧表

頁数 旧 新 変更の種別

14 ㈱三愛ガスサービス大分事業所
加藤　健一 中島　秀智 代表者の変更

会員名簿訂正方のお願い
下記のとおり、会員事業所において事業計画変更がありましたので、お知らせします。

会　　社　　名
代表者名 種別 営 業 所 の 位 置

車　両　数 ＴＥＬ
入会年月日 普 小 被 霊 計 ＦＡＸ

れいわ
㈱令和

令和３年６月４日
さくらい だいすけ
櫻井　大輔

一般
利用 宇佐市大字四日市903番地 ３ ２ ５

0978－25－4405

0978－25－4406
おおいたうべ
㈱大分宇部

令和３年６月８日
まつお かずひろ
松尾　和弘

一般
利用 大分市豊海１－７－４ 24 24

097－534－9251

097－534－8576

新入会員紹介
下記の方が、入会されましたので、ご紹介します。
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令和３年６月25日現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表 （令和３年５月）

令和３年５月 単 純 計 算 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均

109.17 98.63 107.30

令和３年５月 元 売 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
元　　売　　名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ 111.27 97.92 109.65
出 光 昭 和 シ ェ ル 107.72 99.17 106.32
エクソンモービル
キ グ ナ ス
コ ス モ 112.77 95.50 103.85

そ の 他 105.86 99.85 107.41

令和３年５月 購 入 量 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
月 間 購 入 量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 110.28 98.34 108.02
30 ～ 50キロリットル未満 101.10 99.47 99.23
50 ～ 100キロリットル未満 98.10
100キロリットル以上 101.83 98.40

令和３年５月 支払期限別集計表 地区：九州（沖縄除）
支　払　期　限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30　 日　 未　 満 105.93 99.01 100.68
30 ～ 60日 未 満 110.72 98.49 107.54
60　 日　 以　 上 106.60 98.66 133.00

軽 油 価 格 推 移 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均

令 和 ３ 年 １ 月 97.43 87.16 95.95
令 和 ３ 年 ２ 月 103.14 91.04 100.01
令 和 ３ 年 ３ 月 108.71 96.39 105.39
令 和 ３ 年 ４ 月 106.06 97.39 105.65
令 和 ３ 年 ５ 月 109.17 98.63 107.30

※消費税抜きの価格となります。
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日 曜 行　　　　　　　　　　　　　　　事

16 金 陸災防 積卸し作業指揮者安全教育（9：00 大会議室）

17 土 第40回トラックドライバー・コンテスト大分県大会（10：00 大会議室）

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木 海の日

23 金 スポーツの日

24 土 南九州四県合同木材輸送部会「部会長会議」会議（18：00 宮崎市「ホテルマリックス」）、南九州四
県合同木材輸送部会「部会長会議」懇親会（19：00 宮崎市「ホテルマリックス」）

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木 運行管理者一般講習（動画視聴方式）（9：45 自動車事故対策機構大分支所）

30 金

31 土 第42回大分県フォークリフト運転競技大会（9：00 大分産業機械技能教習所）

8/1 日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日 山の日

9 月 振替休日　オリンピック開会式

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

行事予定表（７月16日～８月15日）
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帳票関係FAX注文書

ご住所（〒　　－　　　） お電話
（　　　　）　　　　－

貴社名
担当者名

※ご記入いただきました個人情報については、帳票注文に係る業務以外の目的には利用いたしません。

（公社）大分県トラック協会 宛　（FAX：097－552－1591） 令和　　年　　月　　日

単　　位 単価（円） ご注文部数

１ 運転日報（基本） 100枚 180

２ 運転日報（応用） 100枚 330

３ 乗務日報 100枚 280

４ 日常点検記録簿 １冊 160

５ 日常点検記録簿（トレーラ） １冊 160

６ 点呼記録表（25名用Ａ） 100枚 620

７ 点呼記録表（25名用Ｂ） 100枚 620

８ 点呼記録表（12名用Ａ） 100枚 360

９ 点呼記録表（12名用Ｂ） 100枚 360

10 点呼記録表ファイル（12名用） １個 1,330

11 点検整備記録簿 １冊 310

12 車輌管理台帳 １冊 230

13 運転者台帳 50枚 510

14 運転者台帳 索引 １枚 25

15 運転者台帳ファイル １冊 820

16 運行管理者届 １枚 60

17 整備管理者届 １枚 60

18 運行管理規程 １冊 210

19 整備管理規程 １冊 160

20 タコチャート紙　Ｍ７－120 １箱 620

21 タコチャート紙　Ｍ７－140 １箱 620

22 タコチャート紙　Ｍ26－120 １箱 620

23 タコチャート紙　Ｍ26－140 １箱 620

24 ゼロ旗 １枚 1,530

25 運送約款（掲示用） １枚 110

26 運送約款（冊子） １冊 165

27 運行指示書（輸送文研社） １冊 490

28 運行指示書（アルプス印刷） 30枚 410
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